
公的研究費

　公的研究費の執行については、武庫川学院経理規程に基づき、毎年度はじめに通知される予算
執行に係る留意事項に沿って、適正な管理・運営をおこなわなければならない。そのうえで、特
に科学研究費助成事業に関する不正防止計画について、下記に示す。
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７ コンプライアンス教育や啓発活動の充実

競争的研究費等の運営・管理に関わる全ての構成員を対象に、コンプライアンス教育を実施

　する。

＊競争的研究費等の運営・管理に関わる全ての構成員を対象に、意識の向上と浸透を図るため、

　継続的な啓発活動を実施する。

〇APRINeラーニングプログラムの受講（教職員）

⇒４月に案内、12月末に未受講者への通知、部局責任者からの指導

〇初期演習、eLCoREの受講（学生・大学院生）

⇒担任、指導教員から指導

〇科研費使用ルール説明会の実施⇒５月末頃を予定

〇公的研究費の管理・監査体制の周知

⇒組織体制における責任と権限を明確化し、各部局の事情にあったコンプライアンス教育や

啓発活動を実施する

〇日常的におこなっている不正防止対策（職務分離、チェック機能強化、監視活動等）から分析

　した内容について、info@MUSESなどで情報共有する⇒必要に応じて随時




